
【測量・建設等コンサルタント】

令和８・ ・建設等コンサルタントの競争入札に参加しようとする方

は、次により入札参加資格審査申請書（指名願）を提出してください。

この申請をもとに作成される名簿は、市長部局をはじめとし、教育委員会、上下水道事業部の発注

する測量・建設等コンサルタントの競争入札に使用されます。

※今回の指名願は基準年であるため、業者登録を希望される方はすべて申請する必要があります。

登録資格

以下の条件をすべて満たしている者であること。

１．次のいずれかに該当する者

（１）測量法（昭和 24年法律第 188 号）第５５条による登録を受けている者

（２）建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第４・５条による登録を受けている者

（３）建設コンサルタント登録規程（昭和 52 年建設省告示第 717 号）第２条による登録を受けて

いる者

（４）地質調査業者登録規程（昭和 52 年建設省告示第 718 号）第２条による登録を受けている者

（５）補償コンサルタント登録規程（昭和 59 年建設省告示第 1341 号）第２条による登録を受けて

いる者

（６）不動産の鑑定評価に関する法律（昭和 38 年法律第 152 号）第２２条による登録を受けてい

る者

（７）土地家屋調査士法（昭和 25 年法律第 228 号）第６条による登録を受けている者

（８）計量法（平成 4年法律第 51 号）第１０７条による登録を受けている者

（９）その他の測量・コンサルタント等に関する法令による登録を受けている者

２．営業に関し、法令等の規定により許可、登録、認可等を必要とする場合は、申請時において

それらを受けている者

３．国税及び地方税を滞納していない者

４．健康保険、厚生年金保険及び雇用保険（以下「社会保険等」という。）に加入している者又は

社会保険等の適用を除外されている者

５．地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第１６７条の４（第１６７条の１１第１項におい

て準用する場合を含む。）第１項の欠格規定に該当しない者（契約を締結する能力を有しない

者でないこと、破産者で復権を得ない者でないこと。）

６．地方自治法施行令第１６７条の４（第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）

第２項各号のいずれかに該当すると認められる者でないこと、及び該当する事実があった日か

ら２年経過していない者でないこと

７．次のいずれにも該当しない者

（１）役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支店又は営業所の代表者、その他の団体にあ



っては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又

は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止

に関する法律（平成 3年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

であると認められる者

（２）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第２条第６号に規定する暴力団をい

う。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者

（３）役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与え

る目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若し

くは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められる者

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

提出書類

次に指定する下線のある申請書等を番号順に綴じてください。書類サイズは日本工業規格Ａ４版

とし、クリップ留め又はひも綴じで提出してください。（ファイル綴じは不要です。）

とともに、別途メールにて送付ください。

※書類に不備があるときは、受付ができませんのでご注意ください。

１．申請書

一般競争（指名競争）参加資格申請書（国土交通省様式１－１）

競争参加資格希望業種表・経営状況調査表（国土交通省様式１－２、３）

業態調書（測量・建設コンサルタント等）（国土交通省様式２）

２．営業所一覧表（国土交通省様式３）

３．技術者経歴書（国土交通省様式４）

４．測量等実績調書（国土交通省様式５）

直近２か年分

５．業務に関し法令上必要とする登録証明書（写し可）

６．【法人事業者】履歴事項全部証明書（写し） 又は 現在事項全部証明書（写し）

※法務局で発行。

【個人事業主】事業証明書（本店又は委任する支店・営業所のもの）（写し）

※それ以外の場合は事業主の住所地の市町村役場で発行。事業証明書が発行

されない市町村の方は事業に係る所得税確定申告書・収支内訳書の写しを添

付してください。



※発行日が令和７年１１月１日以降のもの。

７．印鑑証明書（写し可）

※法人の場合は法務局、個人の場合は市役所等で発行。

※発行日が令和７年１１月１日以降のもの。

８．使用印鑑届（原本）

９．委任状（原本）

※代理人に期間を通して権限を委任する場合のみ提出してください。

ただし、市内本店業者の方は委任を認めていませんのでご注意ください。

１０．納税関係書類

すべての税目について滞納がない旨の証明書

【Ａ：市内本店業者及び市内に委任を受けた支店・営業所等のある業者】

⇒市税・県税・国税（消費税及び地方消費税を含む）

【Ｂ：県内業者及び県内に委任を受けた支店・営業所等のある県外本店業者】

⇒県税・国税（消費税及び地方消費税を含む）

【Ｃ：県外業者】

⇒国税（消費税及び地方消費税を含む）

※発行日が令和７年１１月１日以降のもの。

※代表者が市内在住の場合は、代表者個人にかかる市税についても納税証明書が必要です。

※市税の納税証明書は必ず原本（写し不可）を添付してください。

※国税は、所轄税務署発行の納税証明書(様式その３の２[「申告所得税」及び「消費税及び

地方消費税」]又はその３の３[「法人税」及び「消費税及び地方消費税」])を添付してく

ださい。（指定様式以外の証明書不可）

※国税の納税証明書は、インターネット又は郵送で請求することができます。

詳しくは、国税庁ＨＰ（https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm）を

ご覧ください。

１２．事務所等の外観写真（商号等の看板が写っているもの）

※市内本店業者及び市内に営業所等のある業者のみ

１３．返信用封筒（１１０円切手貼付済みのもの）

１４．入札参加資格審査申請書受領書 兼 提出書類確認表

※1～13 の書類が揃っていることを確認した上で提出してください。



上記書類とは別に所定のエクセルシートに必要事項を入力の上、メールで管財課まで提出し

てください。（提出時の宛先、件名、ファイル名は以下のとおりとしてください。）

・入力内容と他の書類記載内容に齟齬がないよう、十分確認してください。

・メールアドレス：sanka@city.katsuragi.lg.jp

・メール件名 ：測量コンサル・審査登録票（事業者名）

・ファイル形式 ：エクセル

・ファイル名 ：測量コンサル・審査登録票（事業者名）

※測量・コンサルのほか、建設工事、物品・役務においても参加申請を提出される場合は、

それぞれ申請ごとに分けて提出をお願いします。

受付期間

令和８年２月２日(月)～２月２７日(金)

持参の場合…土・日・祝日を除く午前９時～正午、午後１時～５時

※ただし、正午～午後１時の間は受付しません。

郵送の場合…令和６年２月２０日（金）必着

提出先及び問い合わせ先

ＴＥＬ：0745-44-8217（直通） ＦＡＸ：0745-69-6456

提出方法

【市内業者】持参又は郵送

【市外業者】郵送のみ

○持参の場合は、令和８年２月２７日（金）までに持参してください。

※なお、持参の場合は提出のみとし、当日の審査は行いません。

結果は後日郵送にて通知しますので、返信用封筒(110 円切手貼付)を同封してください。

○郵送の場合は、封筒の表に朱書きで「資格審査申請書在中」と明記し、返信用封筒(110 円切

手貼付)を必ず同封のうえ、郵送の期限（令和８年２月２０日（金））までに到着すること。

※書留・特定記録・レターパック等郵便追跡サービスが利用できる郵送方法に限る。

○行政書士等が代行で申請書類を作成し提出する場合は、その者の資格、住所・氏名及び電話番

号を欄外に記載してください。



有効期間

令和８年４月１日～令和１０年３月３１日の２ヶ年

注意事項

①申請書類等に虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をしなかった場合は、競争参加資

格の認定を受けることができません。また認定を受けた後でそれらの事実が判明したときは、

認定が取り消されることがありますのでご留意ください。

②入札参加資格審査の結果については、受付票の交付をもって登録されます。ただし、申請書類

に不備があると登録できませんので、申請時に不足書類等がある方は、必ず追加提出等を行っ

てください。

様式について

⇒http://www.city.katsuragi.nara.jp/


